
令和５年度第２回袖ケ浦市男女共同参画会議 

 

１ 開催日時  令和５年１１月３０日 午前１０時開会 

２ 開催場所  市役所北庁舎３階小会議室 

３ 出席委員 

会 長 西宮 幸江 委 員 宮前 幸司 

副会長 田中 雪夫 委 員 長谷川 美知子 

委 員 村越 のり子 委 員 小倉 正敬 

４ 欠席委員 

委 員 小澤 美晴 委 員 小泉 憲治 

５ 出席職員 

企画政策部長 小島 悟 

市民協働推進課長 泉水 雄一郎 

市民協働推進課副課長 高品 誠 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

７ 議題等 

●会長あいさつ 

●議題 

（１）第５次袖ケ浦市男女共同参画計画（案）について 

●その他 

袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度（案）の概要につ

いて 

８ 議事等 

議題の審議については、別紙のとおり。 



別紙 
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議題（１）第５次袖ケ浦市男女共同参画計画（案）について              

※説明：事務局 

 

（西宮会長）事務局の説明に対して、何か質問等はあるか。 

（小倉委員）８ページの計画の期間だが、市の総合計画は、令和１３年度までの１２年間

の計画になっており長すぎるため、それを基本計画ということで６年ずつ２

つに分けて、さらに実施計画として半分ずつに分け４期までということで、

社会の流れに対応できるような形となっていることでよいか。 

（事務局）総合計画ですが、まず市が目指す将来の姿を抽象的に記載しているものとし

て基本構想があります。それに対して個別分野ごとに、例えば、男女共同参

画でこういう方向性を目指したい、農業であればこういう方向を目指した

い、福祉、高齢者はこういった方向性を目指したいというものを落とし込ん

だものが基本計画になります。基本構想、基本計画、実施計画と下がること

に具体的なものとなり、実際の事業は実施計画に位置付けられます。位置付

ける取組の変更や新たに追加する取組があれば、男女共同参画計画について

も併せて修正するものであり、大きな流れとして、国や県で計画が変更とな

る場合や、ＬＧＢＴ理解増進法のように関連する法律が新たに制定された場

合は、この計画の見直しを行うことを考えております。 

（小倉委員）３３ページの施策の方向に、ＳＤＧｓの１７のアイコンのうち、関連性のあ

るアイコンを割り振っているが、５番目の目標のジェンダー平等を実現しよ

うというアイコンが９回と突出して多い。ジェンダー平等を実現しようとい

うのが今の世の中のニーズと感じるが、極端に前面に出して問題ないのか、

ニーズはどうなのか。５番目を重視しているのは必要不可欠ということか。 

（事務局）そのとおりです。先ほどご説明した８ページのＳＤＧｓの関係ですが、Ｓ

ＤＧｓの１から１７までのアイコンのうち、例えば１のアイコンは貧困をな

くそうというもの、アイコン６は清潔なトイレを世界中にというように、ア

イコン全てが男女共同参画計画の中に関連するものではありません。本計画

に最も合致するアイコンが、このジェンダー平等を達成し全ての女性及び女

児のエンパワーメントを行うというものであり、男女共同参画社会に親和性

が高いものとなっております。 

（小倉委員）４８ページに、人権擁護委員等による相談所の開設という取組があるが、男

女共同参画に関する相談のニーズというのは、市民の中から出ているか。 

（事務局）相談のなかでは伺っていないところです。 

（村越委員）県の女性ホットラインのなかで、女性同士で家庭を築いていた方から相談を

受けたことがある。 

（小倉委員）女性同士や男性同士で家庭を築きたいと思っている人がいる以上は、私達も

そういう環境を受け入れて、広い視野に立っていかねばならないと感じる。 

（西宮会長）計画案は明確にポイントを絞ってあり、見やすくて読みやすく、市民協働推
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進課の取組がすごく多くなっている印象がある。男女共同参画に関する取組

に関しても、これまでは公民館で教育委員会関係のセミナーをやるときに一

緒に取り組んでもらうにしても、公民館では社会教育推進員とともに事業を

決めているとのことで、一緒に取り組むことが非常に難しかった。それが少

し関連のある取組ということで、公民館の講座に男女共同参画の内容を取り

入れてもらえるようになり、よかったと感じる。 

（小倉委員）今年度の平川公民館まつりに男女共同参画展示コーナーを設けてもらい、感

謝する。計画案についても、各課の内容が簡素化され、男女共同参画の基本

理念に、一人ひとりのことだと修正を行っており、今の時代に合った内容に

なっていると感じる。 

（西宮会長）私の方でも、取組を始めて最初は男女共同参画という言葉も何かの取組に取

り入れるということであったが、約３０年経過し、今まで男性でやっていた

ものに女性が入り、取り組めることはすごいものがある。計画しても、意識

改革というのは一朝一夕にはいかない。市民協働推進課やこれまで業務に携

わった方達の一歩一歩の積み重ねだと思う。 

（村越委員）育児休暇についてだが、親戚の女性社員からは、育児休暇の取得に抵抗はな

く、給料にも影響はないとのことである。市職員の育児休暇だが、指標の実

績値では、男性職員の育児休暇取得率が５０％となっている。男女共同参画

や人権、子育てにしても、ともに育てるという言葉を出し、アンケートをと

ることが意識啓発に繋がっていくのではないか。育児では産後３ヵ月ほどが

大変なので、できるだけ男性職員はその期間に休暇を取得いただきたい。 

（西宮会長）俺達、私達ということではなく、今までの中身を踏まえた上で、女性の意見

を聞いてくれませんかということで、当初取り組んできた。今では、女性の

災害ボランティアがいる状況でもあり、取組が進んでいる。今回の計画で

は、基本理念に女性ではなく一人ひとりという考えが前面に出されており、

一歩進んだ考えであり、真剣に対応されたと感じる。 

（長谷川委員）３７ページに（仮称）こども家庭センターの運営とあるが、これは子育て

世代総合サポートセンターとは別のものか。それともその取組が拡充される

ようなイメージか。 

（事務局）子育て世代総合サポートセンターの取組が拡充されるようなイメージで

す。現在、具体的な内容を詰めているところです。 

（長谷川委員）子育て世代総合サポートセンターには、母親が子どもを連れてきており、男

性を見たことがないので、育児休暇を取得した男性も来やすいようにしてい

ただきたい。 

（宮前委員）市男性職員の育児休暇取得率の目標を１００％としている成果指標がある

が、育児休暇を取得しないといけない状況になるということか。育児休暇の

取得は夫婦間の事情もあるのではないか。取得が１００％となる環境を作り

出そうという理解でよいのか。 
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（事務局）希望する職員が全員取得できるようにするものです。 

（宮前委員）指標の目標値だが、１３年度までに達成する目標値も未達成となる目標値も

あるだろうが、この数値に設定した理由は何か。 

（事務局）これまでの経年を踏まえ目標値を定めたものになります。先ほど計画の見

直し等について説明したところですが、時代の流れのみでなく、取組の変更

があった場合に見直しを行うことを考えており、実際の成果を見た際に、例

えば、ワークライフバランスという言葉を知っている人の割合が目標値を達

成していた場合、目標値の上方修正をするなどという形で対応したいと考え

ております。この指標の目標値は１３年度のときに、ここまでの数値目標を

目指そうということで設定しているものですが、修正される場合があるとい

うことをご承知おきください。 

（小倉委員）新聞記事で、大分県の臼杵市で行った男女共同参画に関する意識調査におい

て、学生から「内助」という文言と「器量よし」という文言についての意見

が出され、市がそれらの文言を削除したというものがあったので紹介する。 

（西宮会長）言葉の捉え方によっても違うが、市民協働推進課の方はどう考えるか。 

（事務局）受け取る方によって捉え方が違うため、言葉の扱いは難しいと考えます。 

（村越委員）人権相談ではＤＶ被害に関する相談を受けたことがないが、ＤＶ被害に関し

て警察等から市役所にも連絡があるのか。 

（事務局）市役所にもＤＶを担当する部署がありますので、警察と連携し、情報共有

しながら対応しています。 

（事務局）計画案について皆様から様々なご意見をいただきました。今後議会にも説

明した後に、１２月下旬からパブリックコメントとして、この計画案を公開

し、１ヶ月間意見を受け付ける形となっておりますので、ご承知おきくださ

い。パブリックコメントでの意見等につきましては、次回の会議で改めてお

示しをさせていただきます。 

 

 

その他 袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度（案）の概要について 

※説明：事務局 

 

（西宮会長）事務局の説明に対して、何か質問等はあるか。 

（宮前委員）この制度は、法的な効果は生じないということであるが、女性同士男性同士

の結婚とは違うのか。事実婚や同性婚の本人達にとってどういったメリット

があるのか。 

（事務局）行政が提供できるサービスについては、概ねどの自治体でも近いものとな

っています。あとは、利用できるサービスが民間事業者でどれだけ拡大して

いくのかというところになりますが、例えば生命保険では、保険金等も受取

人指定ができる例があり、市からは、こういったサービスを提供している民
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間事業者を紹介するサービスを利用することを考えています。なお、当事者

の方々からこの制度を創設してほしいというお話があったわけではなく、そ

ういった方々がより暮らしやすいよう制度を整えるというものです。 

（小倉委員）対応するＳＤＧｓは、１１のアイコンと１７のアイコンが該当し、特に、１

７のアイコンが該当するのか。 

（事務局）そのとおりです。 

（小倉委員）多様性が変化してきていることから、制度を創設するという前向きな対応を

いただいていると感じる。制度を導入している木更津市の状況はどうか。 

（事務局）５件の申請があったと伺っています。 

（田中委員）制度の導入はいつ頃か。 

（事務局）来年４月を予定しています。皆様方には今年度中に改めてお話しをさせて

いただきたいと考えております。 

（村越委員）途中でパートナーシップを解消ということはあるのでしょうか。 

（事務局）実際のところ、パートナーの解消も想定はしておりますので、実際にこの

制度を作るときには、提出書類や、解消に関することも市でガイドライン的

なものを定めます。市原市でも解消についての規定を定めています。 

（長谷川委員）住民に優しくする制度と思うが、これを悪用するケースはないのか。 

（事務局）この制度自体がある程度当事者の方々が暮らしやすくするということで、

性善説的な立場に立って創設するものです。市から補助金等が支出される場

合などはサービスに加えることは難しいため代理申請等にとどまっていると

ころであり、具体的な制度の悪用については想定できないところです。 

（西宮会長）委員の皆さんから他に何かあるか。又は事務局から何かあるか。 

（事務局）今後の予定等についてご連絡をさせていただきます。 

一点目は、本日の会議録を作成した後に皆様に郵送させていただきますの

で、ご確認をお願いします。調整ができ次第、ホームページで公開いたしま

す。また、３月に次の会議を予定しており、計画案のパブリックコメントの

結果の報告や、その計画案の諮問についての検討となります。 

（西宮会長）ご協力いただき、ありがとうございました。それでは、進行を事務局にお返

しいたします。 

（事務局）委員の皆様には、長時間にわたり慎重なご審議をいただきましてありがと

うございました。以上をもちまして、令和５年度第２回男女共同参画会議を

閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 

 

閉 会  午前１１時３５分 
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１ 計画策定の趣旨 

国では、平成１１年に「男女共同参画社会基本法」が制定され、男女が互い

に人権を尊重し責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分

に発揮することができる男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を決

定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野における男女共同参画の実

現に向けた取組を始め、令和２年に「第５次男女共同参画基本計画」を策定し、

国が目指すべき社会を提示するとともに、施策の総合的かつ計画的な推進を図

ることとしております。 

また、千葉県では、平成１３年に、男女共同参画社会基本法に基づく初めて

の法定計画である「千葉県男女共同参画計画」を策定し、令和３年には、「第

５次男女共同参画計画」を策定し、７つの重点的取組をはじめとした各種施策

に取り組んでおります。 

本市においては、令和元年度から令和５年度までの５年間を計画期間とする

第４次袖ケ浦市男女共同参画計画（以下「第４次計画」という。）に基づき、

「男女がともに認め合い、やさしさでつながり、自分らしい生き方ができる社

会を目指して」を基本理念に掲げ、全庁的に施策を展開しながら、男女共同参

画社会の実現に向けて取り組んでいます。 

「第４次計画」策定後、男女共同参画に関する市民の意識や現状などを総合

的に捉えるために実施した市民意識調査の結果等から、男女共同参画への意識

は高まってきているものの、職場での管理職における女性割合の低さ、男性従

業員の育児・介護休暇取得率の低さ及びワーク・ライフ・バランスに対する理

想と現実のギャップの大きさなど、依然として課題が多く存在しているものと

なっています。 

さらに、国において、令和５年６月に、ＬＧＢＴＱ＋1 に対する理解の増進

を目的とした「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国

民の理解の増進に関する法律」が成立するとともに、都道府県では、有志知事

による多様性への理解促進と誰もが安心して暮らし、活躍できる社会づくりに

ついての共同声明が出されています。各市町村においてもＬＧＢＴＱ＋に関し、

パートナーシップ制度の導入が広がりつつあります。 

これらを受け、本市における更なる男女共同参画の推進と、女性が活躍でき

る環境の整備等とともに、すべての人が自分らしく生きることができる社会の

実現を進めていくために、第５次袖ケ浦市男女共同参画計画（以下「第５次計

画」という。）を策定するものです。  

第１章 計画の概要 
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２ 計画策定の背景 

（１）世界の動き 

女性差別をなくす世界的な取組の中で、国際連合は、昭和５０年を「国際

婦人年」と定め、「世界行動計画」を採択しました。そして、昭和５１年か

ら昭和６０年までの１０年間を「国連婦人の１０年」と定め、以降、男女差

別の解消に向けた取組を展開してきました。 

昭和５４年に国連総会で「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す

る条約」（以下「女子差別撤廃条約」という。）が、昭和６０年には「婦人の

地位向上のためのナイロビ将来戦略」が採択されました。 

その後、平成７年に「第４回世界女性会議（北京会議）」が開催され、国

際社会における男女平等に関する国際基準として「北京宣言」と「行動綱領」

が採択されました。 

そして、平成１２年の国連特別総会「女性２０００年会議」以降、国連は

「北京宣言」及び「行動綱領」に基づく国際社会の取組状況について、検討

する会議を開催しています。 

また、平成２３年に、女性の地位向上を進めてきた４つの機関を統合した

「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国際機関（ＵＮ Ｗｏ

ｍｅｎ）」が発足し、女性のリーダーシップと参画の拡大、女性の経済的エ

ンパワーメント、女性・女児に対する暴力の撤廃などを優先課題領域として

重点を置いて取り組んでいます。 

さらに、平成２７年には、国連持続可能な開発サミットで「持続可能な開

発のための２０３０アジェンダ」が採択され、１７のゴール（目標）と１６

９のターゲットからなる「Sustainable Development Goals（持続可能な開発

目標）」（以下「ＳＤＧｓ」という。）が掲げられました。「ＳＤＧｓ」は、環

境・経済・社会に関わる幅広いゴール、ターゲットを設定していますが、１

７のゴールの中には、「ジェンダー平等を実現しよう」など、本計画に関係

が深いゴールが盛り込まれています。 
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（２）日本の動き 

我が国においては、国連と連動して昭和５０年に「婦人問題企画推進本部」

を設置し、昭和５２年に婦人問題の課題や目標を定めた「国内行動計画」を

策定しました。 

そして、昭和６０年に「女子差別撤廃条約」を批准し、条約の規定に則り、

翌年、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律」（以下「男女雇用機会均等法」という。）を施行しました。 

その後、平成４年には、労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援するた

めの「育児休業等に関する法律」（育児休業法）が施行され、平成１１年に

は、介護休業の制度を盛り込んだ「育児休業・介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律」（改正育児・介護休業法）が施行されま

した。 

また、同年６月、男女共同参画を国の最重要課題としてとらえ、男女共同

参画社会の基本理念と国・地方公共団体・国民の責務を明らかにした「男女

共同参画社会基本法」を施行し、翌年に「男女共同参画基本計画」を策定し

ました。 

平成１３年、男女共同参画の推進体制を強化するため、内閣府に男女共同

参画局と男女共同参画会議が設置されました。同年、「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関する法律」が施行され、平成２５年に適用対象を

拡大した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以

下「ＤＶ防止法」という。）に改正されました。 

平成１７年、政策・方針過程への女性の参画拡大の推進等を盛り込んだ

「第２次男女共同参画基本計画」を策定、平成１９年には、「仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のた

めの行動指針」を策定し、平成２２年に「第３次男女共同参画基本計画」を

策定しました。 

平成２７年、“働く場面で活躍したい”という希望を持つ全ての女性が、

その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、『女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）』が成

立し、同年１２月には、「第４次男女共同参画基本計画」を策定しました。 

平成３０年、新たに「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」

を施行し、平成３１年には、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方

を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、「働き方

改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が施行されました。 
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令和２年には、「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点

から防災・復興ガイドライン～」が策定され、また、「性犯罪・性暴力対策

の強化の方針」が策定され、現在この方針に基づいて引き続き対策を進めて

います。 

そして、令和２年、「①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に

発揮できる、公正で多様性に富んだ、活力ある持続可能な社会」、「②男女の

人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会」、「③仕事と

生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家

庭生活を送ることができる社会」、「④あらゆる分野に男女共同参画・女性活

躍の視点を取り込み、ＳＤＧｓで掲げられている包摂的かつ持続可能な世界

の実現と軌を一にした取組を行い、国際社会と協調する社会」を目指すべき

社会と示した「第５次男女共同参画基本計画」が策定され、男女共同参画社

会基本法が目指す男女共同参画社会の形成に向けて、政策を推進しています。 

 

（３）千葉県の動き 

千葉県では、昭和５６年に初めての女性計画である「千葉県婦人施策推進

総合計画」を策定し、以降、昭和６１年には「千葉県婦人計画」を、平成３

年には「さわやかちば女性プラン」を、平成８年には「ちば新時代女性プラ

ン」を策定してきました。 

平成１３年、男女共同参画社会基本法に基づき、それまでの女性計画に替

わる「千葉県男女共同参画計画」を策定しました。また、従前の婦人相談所

の業務に配偶者暴力相談支援センターの機能を加えた「千葉県女性サポート

センター」を開設し、平成１８年には、「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本

計画」を策定するとともに、「ちば県民共生センター（現：男女共同参画セ

ンター）」を開設しました。 

その後、４度にわたる改定を重ね、現在は、令和３年に策定した「第５次

千葉県男女共同参画計画」及び令和４年に策定した「千葉県ＤＶ防止・被害

者支援基本計画（第５次）」に基づき、男女共同参画社会づくりの推進及び

ＤＶを許さない社会の実現に向けて取り組んでいます。 
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（４）袖ケ浦市の動き 

本市では、平成３年、教育委員会生涯学習課に青少年女性係を設置し、女

性施策への取組をスタートさせました。 

そして、平成７年に、男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な推

進を図るため、袖ケ浦市女性施策庁内連絡会議を設置しました。 

平成９年、男女平等に関する市民意識調査や職員意識調査を実施し、平成

１２年３月に「袖ケ浦市男女共同参画計画パートナープランそでがうら」を

策定し、翌年の平成１３年には、新たに男女共同参画会議を設置して男女共

同参画の推進体制を強化するとともに、意識啓発活動として「パートナーフ

ォーラム袖ケ浦」や「男女共同参画セミナー」等を開催するなど、様々な取

組を進めてきました。 

平成１９年、「袖ケ浦市男女共同参画計画パートナープランそでがうら」

の見直しを行い、「袖ケ浦市男女共同参画計画（第２次）」（計画期間：平成

１９～２５年度）を、平成２６年には「第３次計画」（計画期間：平成２６

～３０年度）を、平成３１年（令和元年）には現行の「第４次計画」（計画

期間：令和元～５年度）を策定し、男女共同参画推進員とともに、男女共同

参画の推進に向けて施策を展開しています。  
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３ 計画の性格 

（１）位置付け 

①この計画は、『男女共同参画社会基本法』第１４条第３項に基づく市町

村基本計画として策定する男女共同参画計画であり、本市における男女

共同参画社会の形成を推進するための基本となる計画とします。 

②この計画は、国の『第５次男女共同参画基本計画』及び千葉県の『第５

次男女共同参画計画』並びに『袖ケ浦市総合計画』をはじめとする市の

関連諸計画との整合を図りながら、本市の男女共同参画の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に推進していくための計画とします。 

③この計画は、ＤＶ防止法第２条の３第３項に基づく市町村基本計画及び

女性活躍推進法第６条第２項に基づく市町村推進計画としても位置付け

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 

袖
ケ
浦
市 

袖
ケ
浦
市
総
合
計
画 

千葉県男女共同参画計画 

男女共同参画 
計画基本法 

男女共同参画 

基本計画 

袖ケ浦市男女共同参画計画 

関連計画 

袖ケ浦市子育て応援プラン 

袖ケ浦市健康プラン２１ 

袖ケ浦市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 など 

配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関

する法律 

（ＤＶ防止法） 

女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する

法律 
（女性活躍推進法） 

千葉県ＤＶ防止被害者 

支援基本計画 

女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する

基本方針 

配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等

のための施策に関する

基本的な方針 

国 
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（２）ＳＤＧｓとの関係 

本市では、総合計画において、各施策とＳＤＧｓの各目標との関連性を

明確化するとともに、各施策の推進を通じてＳＤＧｓの達成に貢献すると

しています。本計画については、特に、ゴール５「ジェンダー平等を達成

し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う」が、男女共同参画

社会の実現や女性の活躍を推進する本計画の各施策の方向性とも重なって

いることから、本計画の各施策を着実に進めていくことにより、ＳＤＧｓ

の推進、目標達成にも貢献していくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の期間 

本計画の期間は、総合計画の期間に整合させるものとし、第４次計画が終了

する翌年度の令和６年度から令和１３年度までの８年間とします。 

ただし、社会情勢の変化や国の制度改正等により、必要に応じて見直しを行

います。 

年度 
令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 

令和 

6年度 

令和 

7年度 

令和 

8年度 

令和 

9年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

令和 

12年度 

令和 

13年度 

基本 

構想 
     

 
      

基本 

計画 
    

 
    

 
  

実施 

計画 
 

 
  

 
   

 
 

 
 

 

本計画   
 

 
 

       

基本構想（12年間） 

前期基本計画（6年間） 後期基本計画（6年間） 

第 1期 

実施計画 
（3年間） 

第 2期 
実施計画 
（3年間） 

第 3期 
実施計画 
（3年間） 

第 4期 

実施計画 
（3年間） 

第４次計画 第５次計画 
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１ 第４次計画の取組状況 

（１）指標の達成状況 

第４次計画（計画期間：令和元年度～令和５年度）では、３つの基本目標に対

して９つの推進項目を設定するとともに、計画の実効性を高めるため、基本目標

の達成に向けた１７の指標を設け、各種取組を推進してきました。 

第４次計画期間に取り組んできた事業に対する目標の達成度や現状を把握する

ため、令和４年度に実施した市民意識調査等において、１７の指標に関連する全

２３項目のうち、実績値が既に目標値を達成した項目が３項目、平成２９年度と

比較して上昇した項目が１３項目、下降した指標が１０項目となり、課題が残る

ものの効果的な施策の展開を図ることができました。 

 

（２）事業の取組状況 

第４次計画の計画期間中においては、令和元年房総半島台風（以下「台風１５

号」という。）による大規模災害や新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影

響を受けましたが、オンライン技術の活用等により、計画登載事業について概ね

計画どおり実施できました。 

なお、計画登載事業における令和４年度の取組状況としては、全８８事業のう

ち、「完全又は十分実施できた」が６３事業、「概ね実施できた」が１８事業、

「取組半ばであり改善を要する点がある」が７事業となりました。 

総合評価の区分 
R元年度 

総合評価 

R2年度 

総合評価 

R3年度 

総合評価 

R4年度 

2次評価 

Ａ 完全又は十分実施できた 

（８０％以上） 
６３事業 ４５事業 ４９事業 ６３事業 

（Ａ）台風１５号及び新型コロナウ 

イルス感染症の影響を受けた 
１２事業 ５事業 ７事業 ５事業 

Ｂ 概ね実施できた 

（６０％～７９％） 
１２事業 １１事業 ２０事業 １８事業 

（Ｂ）台風１５号及び新型コロナウ 

イルス感染症の影響を受けた 
４事業 ４事業 １５事業 １０事業 

Ｃ 取組半ばであり改善を要する点 

がある（５９％以下） 
１３事業 ２８事業 １８事業 ７事業 

（Ｃ）台風１５号及び新型コロナウ 

イルス感染症の影響を受けた 
３事業 ２５事業 １６事業 ４事業 

Ｄ 未実施 ０事業 ４事業 １事業 ０事業 

（Ｄ）台風１５号及び新型コロナウ 

イルス感染症の影響を受けた 
０事業 ４事業 １事業 ０事業 

第２章 男女共同参画に関する本市の現状と課題 
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※基本目標Ⅰ あらゆる分野で男女がともに活躍できる環境づくり 

基本目標Ⅱ 健康で安全・安心に暮らせる社会づくり 

基本目標Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり  

基本

目標 
指標項目 区分 

実績値 目標値 

平成 

２９年度 

令和 

４年度 
変動 

令和 

５年度 

Ⅰ 

 保育所等待機児童数 全体 ０人 ２３人 ➘ ０人 

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を知っている人の 
割合（男女共同参画に関する市民意識調査） 全体 ６５.９％ ７０.１％ ➚ ７５％ 

 仕事と生活のバランスが図られていると感じる人の割合 
（子育てアンケート） 全体 ６２.６％ ６１.８％ ➘ ６５％ 

 市男性職員の育児休業取得率 男性 ０％ ５０％ ➚ １０％ 

 職場の中で男女の地位が平等と感じる人の割合 
（男女共同参画に関する市民意識調査） 

女性 ３２.８％ ３５.１％ ➚ ４０％ 

男性 ４１.５％ ４４％ ➚ ４５％ 

 市の審議会等における女性委員の割合 女性 ３０.２％ ２９.４％ ➘ ３５％ 

 市女性職員の管理職への登用率 女性 １１.５％ １２.６％ ➚ １５％ 

 家庭の中で男女の地位が平等と感じる人の割合 
（男女共同参画に関する市民意識調査） 

女性 ５４.０％ ５４.６％ ➚ ６５％ 

男性 ７３.４％ ７３.７％ ➚ ７５％ 

 地域の中で男女の地位が平等と感じる人の割合 
（男女共同参画に関する市民意識調査） 

女性 ３８.７％ ３９.８％ ➚ ４５％ 

男性 ５６.１％ ５３.３％ ➘ ６０％ 

Ⅱ 

 ＤＶ防止法という言葉を知っている人の割合 
（男女共同参画に関する市民意識調査） 全体 ８９.９％ ８６.７％ ➘ １００％ 

「セクシュアル・マイノリティ、ＬＧＢＴ」という言葉を 
 知っている人の割合 
（男女共同参画に関する市民意識調査） 

全体 ６４.９％ ８０.５％ ➚ ７０％ 

 総合型地域スポーツクラブの会員数 全体 １,３４５人 ８７０人 ➘ １,５４０人 

 がん検診の受診率 女性 

子宮がん 

➘ 

５０％ 

２７.９％ ２６％ 

乳がん 

➘ 
２７.６％ ２６.５％ 

Ⅲ 

 男女の固定的性別役割分担意識を持たない人の割合 
（男女共同参画に関する市民意識調査） 全体 ７０.７％ ７７.９％ ➚ ７５％ 

 社会通念や風潮の中で男女の地位が平等と感じる人の割合 
（男女共同参画に関する市民意識調査） 

女性 ２０.２％ ２４.８％ ➚ ３０％ 

男性 ３７.９％ ３９.５％ ➚ ４０％ 

 教育の中で男女の地位が平等と感じる人の割合 
（男女共同参画に関する市民意識調査） 

女性 ５３.７％ ５３.１％ ➘ ５５％ 

男性 ６２.７％ ５８.４％ ➘ ７０％ 

 女性災害対策コーディネーター数 女性 ３２人 ４７人 ➚ ５０人 

指標 
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２ 第４次計画推進における成果 

①市男性職員の育児休業取得率の向上 

市職員に対する各種制度の周知と意識啓発等を行ったことにより、平成２９

年度では０％であった市男性職員の育児休業取得率が、令和４年度実績値では

５０％と、令和５年度目標値（１０％）を上回り、男女がともに育児をしなが

ら働き続けることができる雇用環境の整備を推進することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第４次袖ケ浦市男女共同参画計画進捗状況調査 

0.0% 0.0% 0.0%

5.0%

13.0%

50.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

市男性職員の育児休業取得率
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43.9%

36.6%

16.6%

2.8%

29.1%

35.8%

32.8%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

内容まで知っている

聞いたことはあるが、内容は知らない

知らない

無回答

「セクシュアル・マイノリティ、ＬＧＢＴＱ」

という言葉を知っている人の割合

R4 H29

②「セクシュアル・マイノリティ、ＬＧＢＴＱ」という言葉を知っている人 

の割合の増加 

セクシュアル・マイノリティ、ＬＧＢＴＱといった言葉について、マスメデ

ェア等での報道により認知度が高まったことに加え、チラシや情報誌等の作成

及び配布による情報提供等を行ったことにより、平成２９年度市民意識調査

（以下「平成２９年度調査」という。）では６４．９％であった「セクシュア

ル・マイノリティ、ＬＧＢＴＱ」という言葉を知っている人の割合が、令和４

年度市民意識調査（以下「令和４年度調査」という。）の実績値では８０．

５％と、令和５年度目標値（７０％）を上回り、セクシュアル・マイノリティ

等への認識を高めることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和４年度） 
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11.8%

0.1%

0.9%

5.0%

77.9%

3.2%

1.1%

16.7%

0.1%

0.2%

6.0%

70.7%

5.1%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夫は仕事、妻は家事・育児を行う

妻は仕事、夫は家事・育児を行う

夫婦ともに仕事をし、家事・育児は主に夫が行う

夫婦ともに仕事をし、家事・育児は主に妻が行う

夫婦ともに仕事・家事・育児を行う

その他

無回答

男女の固定的役割分担意識を持たない人の割合

R4 H29

③男女の固定的役割分担意識を持たない人の割合の増加 

各種セミナーの実施等による意識啓発を行ったことにより、平成２９年度調

査では７０．７％であった男女の固定的役割分担意識を持たない人の割合が、

令和４年度調査の実績値では７７．９％となり、令和５年度目標値（７５％）

を上回り、男女がともに共同して家庭生活を行う意識が浸透してきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和４年度） 
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④女性災害対策コーディネーターの増加 

男女共同参画の視点に立った防災対策に向けて取組を行ったことにより、平

成２９年度では３２人であった女性災害対策コーディネーターが、令和４年度

実績値では４７人まで増加し、男女両方の視点に立った防災対策を推進するこ

とができました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第４次袖ケ浦市男女共同参画計画進捗状況調査 

32 32 32

43 43

47

20

25

30

35

40

45

50

55

60

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

女性災害コーディネーター人数 （単位：人） 
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10,275 9,285 8,610 8,421 8,253 8,624 

40,831 41,409 40,853 39,688 
37,334 37,990 

6,441 7,897 9,620 12,157 15,143 
17,269 

28 2 25 89 222 

0 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

人口の推移

0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳

57,575 58,593 59,108 60,355 60,952 63,883総数（人）

３ 男女共同参画に関する本市の社会情勢及び課題 

（１）社会情勢 

①人口の推移 

本市の人口は、近年増加傾向にあり、年齢３区分別でみると、年少人口（０

～１４歳）及び生産年齢人口（１５～６４歳）の増加については、主に子育て

支援をはじめとした各種施策の展開や袖ケ浦駅海側地区の開発等が要因となっ

ており、老年人口（６５歳以上）の増加は、主に高齢化の進展によりよるもの

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省統計局「国勢調査」 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

年齢階級別労働力率

男性（R2） 女性（R2） 女性（H27）

②労働力率 

令和２年の国勢調査の結果によると、本市における労働力率を性別・年代別

にみると、男性については４０歳～４４歳の８４．６％をピークとし、３０～

６４歳の全年齢階級において８０％を超える結果となっています。 

一方、女性の労働力率については、平成２７年の国勢調査結果と比較しても、

依然として結婚適齢期や子育て期である３０歳～３４歳において一旦低下し、

育児が落ち着くと想定される３５歳以降に再び上昇するという「Ｍ字型就労曲

線」を描く結果は同様となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15～ 

19 歳 

20～ 

24 歳 

25～ 

29 歳 

30～ 

34 歳 

35～ 

39 歳 

40～ 

44 歳 

45～ 

49 歳 

50～ 

54 歳 

55～ 

59 歳 

60～ 

64 歳 

65 歳 

以上 

男性 

（R2） 
19.0% 69.4% 79.2% 82.7% 84.1% 84.6% 84.3% 83.9% 83.8% 80.6% 35.8% 

女性 

（R2） 
18.8% 66.8% 71.2% 63.2% 65.4% 72.3% 72.4% 72.1% 67.0% 55.9% 19.9% 

女性 

（H27） 
17.6% 71.1% 78.2% 69.8% 64.0% 68.4% 72.2% 70.5% 61.8% 45.7% 14.1% 

  資料：総務省統計局「国勢調査」 

 

※労働力率：１５歳以上人口に占める労働力人口 

（就業者＋完全失業者）の割合 
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1.7%

20.5%

3.0%

22.7%

4.6%

11.8%

19.3%

4.2%

12.2%

3.6%

16.1%

2.7%

18.3%

4.9%

9.9%

25.5%

2.3%

16.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

理想
R4 H29

「
仕
事
」
を
優
先

「
仕
事
」
と
「
家
庭
生
活
」

と
「
地
域
・
個
人
の
生
活
」

の
す
べ
て
を
優
先

「
家
庭
生
活
」
を
優
先

「
地
域
・
個
人
の
生
活
」
を

優
先

「
仕
事
」
と
「
家
庭
生
活
」

を
優
先

「
仕
事
」
と
「
地
域
・
個
人

の
生
活
」
を
優
先

「
家
庭
生
活
」
と
「
地
域
・

個
人
の
生
活
」
を
優
先

わ
か
ら
な
い

無
回
答

27.8%

17.0%

2.0%

19.2%

3.0% 4.4% 3.0%

8.7%

14.9%

31.4%

14.9%

1.4%

16.5%

3.9% 3.0% 2.9% 4.2%

21.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

現実
R4 H29

「
仕
事
」
と
「
家
庭
生

活
」
と
「
地
域
・
個
人
の

生
活
」
の
す
べ
て
を
優
先

「
仕
事
」
を
優
先

「
家
庭
生
活
」
を
優
先

「
地
域
・
個
人
の
生
活
」
を

優
先

「
仕
事
」
と
「
家
庭
生
活
」

を
優
先

「
仕
事
」
と
「
地
域
・
個
人

の
生
活
」
を
優
先

「
家
庭
生
活
」
と
「
地
域
・

個
人
の
生
活
」
を
優
先

わ
か
ら
な
い

無
回
答

（２）本市における課題 

①ワーク・ライフ・バランスの推進 

令和４年度調査の結果では、ワーク・ライフ・バランスに関する理想と現実

のギャップについて、平成２９年度調査と同様に依然として大きくあり、その

傾向にほぼ変化がありません。すべての人がそれぞれの意思により、仕事と生

活の調和がとれ、豊かな生活が送れる環境づくりを推進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和４年度） 
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30.2%
31.4%

32.5% 32.1%
30.8%

29.4%

0%

10%

20%

30%

40%

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

市の審議会等における女性委員の割合

11.5%
10.7%

13.0% 13.2% 13.3%
12.6%

0%

5%

10%

15%

20%

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

市の管理職（7級以上）における女性職員の割合

②意思決定の場における女性参画の推進 

第４次計画における指標のうち、市の審議会等における女性委員の割合は、

平成２９年度の実績値よりも減少するという結果となり、市女性職員の管理職

への登用率をみても、平成２９年度の実績値から微増したものの、目標値（１

５％）は未達成となりました。あらゆる分野で男女共同参画の視点を取り入れ

ることができるよう、政策・方針決定の場に女性が参画できる環境づくりを推

進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第４次袖ケ浦市男女共同参画計画進捗状況調査 
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4.2%

1.6%

5.0%

14.1%

9.3%

25.4%

5.9%

16.2%

19.0%

4.8%

1.1%

4.3%

9.5%

4.5%

4.4%

1.8%

2.1%

1.2%

4.3%

10.9%

10.0%

23.3%

7.5%

16.0%

14.8%

6.8%

2.6%

4.2%

7.5%

3.9%

4.4%

1.8%

0% 10% 20% 30%

ア 命の危険を感じるくらいの暴行をうける（2.1％増）

イ 医師の治療が必要となるほどの暴行をうける（0.4％増）

ウ 医師の治療が必要とならない程度の暴行をうける（0.7％増）

エ 何を言っても無視され続ける（3.2％増）

オ 「誰のおかげで生活できるんだ」とか「かいしょうなし」と言

われる（0.7％減）

カ 大声でどなられる（2.1％増）

キ 嫌がっているのに性的な行為を強要される（1.6％減）

ク 「女（男）のくせに」「女（男）だから」と差別的な表現をす

る（0.2％増）

ケ 容姿について傷つくようなことを言う（4.2％増）

コ 避妊に協力しない（2.0％減）

サ 見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見せられる

（1.5％減）

シ 生活費を渡さない（0.1％増）

ス 浪費や借金で苦しめられる（2.0％増）

セ 職場に嫌がらせをされる（0.6％増）

ソ 交友関係や電話、郵便物を細かく監視される（増減なし）

タ 妊娠中絶を強要される※女性のみ回答（増減なし）

ＤＶ被害の経験がある市民の割合

R4 H29

③ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害者への支援 

令和４年度調査の結果では、平成２９年度調査と比較し、ＤＶ被害の経験が

ある市民の割合は微増しており、そのうち誰にも相談しなかった人については

７５．５％となり増加しています。ＤＶは重大な人権侵害であり、また、子ど

もたちへも深刻な影響を与えるため、ＤＶの根絶に向けた情報提供や意識啓発

を積極的に行うとともに、関係機関と連携して、被害者の支援を適切に行う必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和４年度） 
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④誰もが安心して暮らせる環境づくり 

少子高齢化をはじめ、社会構造が変化していく中において、年齢、障がい、

国籍等に関すること等を理由とした社会生活上の困難を抱える様々な方々につ

いての理解を広める動きが活発化しています。社会全体が多様性を尊重し、誰

もが安心して暮らせる環境を整える必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.5%

75.5%

51.3%

48.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

はい

いいえ

ＤＶ被害を受けた経験がある人のうち

誰かに相談した人の割合

R4 H29

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和４年度） 

43.6%

53.8%

2.6%

39.2%

56.8%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

はい

いいえ

無回答

年齢、性別、障がいの有無、国籍などによる差別が

あると感じる人の割合

R4 R2

資料：袖ケ浦市市民意識調査（令和４年度） 
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16.5%

32.3%

7.2%

7.2%

33.0%

3.6%

0% 10% 20% 30% 40%

思う

どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない

思わない

わからない

無回答

性的指向や性自認について悩む方が

生活しづらい社会であると思う人の割合

思う

（48.8%）

思わない

（14.4%）

⑤ＬＧＢＴＱ＋への理解促進 

令和４年度調査の結果では、性的指向や性自認について悩む方が生活しづら

い社会だと思うと答えた人が約５割（４８．８％）となっております。性別に

関わらずすべての人が自分らしい生活を送ることができるよう、ＬＧＢＴＱ＋

への理解促進に向けた取組を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和４年度） 
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24.6%

56.0%

12.1%

20.0%

7.0%

12.2%

35.7%

39.9%

3.0%

9.3%

27.3%

53.8%

15.4%

22.8%

5.5%

10.7%

28.2%

41.3%

2.4%

7.0%

0% 20% 40% 60%

学習機会と相談事業の拡充

思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期における健康

支援

エイズ・性感染症・薬物等についての知識の普及と相

談事業の充実

職場や公共空間における禁煙の推進

地域・職場における母性保護の推進についての啓発

妊産婦の疾病の早期発見と治療を促進するための妊産

婦医療制度の充実

心の健康づくりのための啓発活動の充実

精神的な不安や悩みを解消するための相談事業の充実

その他

特にない

生涯にわたる健康を守るために必要なこと

R4 H29

⑥生涯を通じた男女の健康支援と性への理解の促進 

男女共同参画社会の形成にあたっては、男女が互いの身体的性差を理解し合

い、人権を尊重しつつ、相手に対する思いやりを持って生きていくことが必要

不可欠です。令和４年度調査と平成２９年度調査の結果を比較したところ、健

康支援や相談支援事業の充実が必要である傾向に変わりがありません。そのた

め、身体及びその健康についての正確な知識や情報を提供するとともに、様々

なライフステージに応じた支援を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和４年度） 
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22.0%

33.0%

13.6%

5.9%

20.3%

5.2%

20.8%

37.0%

16.6%

5.8%

15.6%

4.2%

0% 20% 40%

平等になっている

どちらかといえば平等になっている

どちらかといえば平等になっていない

平等になっていない

わからない

無回答

教育の中で男女の地位が平等と感じる人の割合

R4 H29

平等になって

いる

R4：53.8%

H29：57.8%

平等になって

いない

⑦男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 

第４次計画における指標のうち、教育の中で男女の地位が平等と感じる人の

割合は、平成２９年度の実績値（５７．８％）よりも減少しています。男女共

同参画社会を実現するためには、男女がともに自立して個性と能力を発揮する

ことにより社会形成に参画する必要があります。そのため、学校教育及び社会

教育等を通じ、若年層から高齢層まで、家庭・地域生活・学校等において、男

女共同参画の視点に立った意識啓発が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和４年度） 
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⑧各分野における男女の地位の平等感の向上 

第４次計画における指標のうち、男女の地位が平等と感じる人の割合につい

ては、多くの項目で平成２９年度調査よりも実績値が増加したものの、目標値

を達成した項目はない状況です。男女の地位が平等と感じる人が増え、すべて

の人が個性と能力を発揮し、責任を分かち合うことができる社会づくりを推進

していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和４年度） 
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１ 基本理念 

本計画は、日本国憲法及び男女共同参画社会基本法の基本理念を念頭に、第４

次計画における成果及び本市の課題を踏まえ、性別にかかわらず一人ひとりに寄

り添う社会の実現を目指し、基本理念を以下のとおり掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民一人ひとりが互いに人権を尊重し合い、家庭や地域における支え合いや、

人々のつながりを大切にしながら、個性と能力を十分に発揮し、自分らしい生き

方ができる社会を目指します。 

  

第３章 計画の基本的な考え方 

「一人ひとりがともに認め合い、やさしさでつながり、 

自分らしい生き方ができる社会を目指して」 



26 

２ 基本目標 

本計画では、第４次計画の達成状況、市民意識調査等の結果、国や県の計画等

に掲げられている目標、更には本市における課題等を踏まえ、３つの基本目標を

設定し、本市の男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

 

 

Ⅰ あらゆる分野で誰もが活躍できる環境づくり 

誰もが互いに協力し、支え合い、生涯を通じて充実した生活を送ることがで

きるよう、多様な価値観やライフスタイルに対応しつつ、自らの個性と能力を

発揮し、社会のあらゆる分野に主体的に参画し、ともに活躍できる環境をつく

ることを目標とします。 

 

 

 

 

Ⅱ 健康で安全・安心に暮らせる社会づくり 

すべての人の尊厳が重んじられ、社会全体が多様性を尊重する環境や、誰も

が自らの存在に誇りを持って、安全・安心にいきいきと暮らせる社会をつくる

ことを目標とします。 

 

 

 

 

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり 

人権が尊重され、固定的な性別役割分担意識や性差に対する偏見がなくなる

よう、男女共同参画に対する理解の促進や、教育・学習等を通した意識啓発を

推進します。 
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３ 基本目標達成のための施策 

基本目標を達成するための施策を次のとおり設定します。 

 

基本目標Ⅰ あらゆる分野で誰もが活躍できる環境づくり 

施策（１） ライフステージに応じた仕事と生活の調和の推進 

【施策の考え】 

一人ひとりが社会のあらゆる活動に参画していくためには、仕事と生活の調

和がとれ、豊かな生活が送れる環境づくりを推進する必要があります。 

しかし、市民意識調査では、理想は、「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の

生活」の全てを優先したいとしながらも、現実は「仕事」を優先せざるを得な

いという結果が出ました。 

このことから、長時間労働を前提とした働き方の見直しや、仕事と家庭生活

の両立、ワーク・ライフ・バランスの普及促進へ向けた環境整備を行っていく

ことが重要です。 

また、女性の就業率の高まりや少子高齢化の進行等により、家庭生活におけ

る、男性の家事・育児・介護等への参画を推進していくことが必要です。 

 

 

施策（２）働く場における男女共同参画の推進 

【施策の考え】 

女性労働者を取り巻く状況は、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など

の法制面での充実は図られつつも、女性の労働力率は、現在もＭ字型就労曲線

を描く結果となっています。 

また、市民意識調査では、前回調査時と同様に「子どもができたら一度辞め

るが、子どもができたら働かない方がよい」及び「結婚して子どもができても

職業を持ち続けた方がよい」が高い割合を占めています。 

これらのことから、労働力人口の不足や雇用の形態が変化している中で、働

きたい女性が、その能力を十分に発揮しながら働くことができる社会づくりは

重要な取組になります。 

さらに、女性が子育てや介護を理由として就業を中断することなく、また、

就業を中断した女性に対しても、再就職や多様な働き方への支援を行うなどの

対策が必要です。 
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施策（３）政策・方針決定過程における男女共同参画の推進 

【施策の考え】 

意識決定の場において、男女が共同して参画することは、多様な意見を公

平・公正に反映させることができ、市民があらゆる分野において利益を享受す

ることに繋がります。 

女性の参画は様々な分野で進んできていますが、市の現状とすると、審議会

等における女性委員の割合や職場における女性管理職の登用率が低く、政策方

針決定過程において、女性の参画が十分とは言えない状況です。 

女性の能力が十分に発揮されるよう、女性登用の促進や女性の能力開発の支

援等にも取り組んでいく必要があります。 
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基本目標Ⅱ 健康で安全・安心に暮らせる社会づくり 

施策（４）あらゆる暴力の根絶 

【施策の考え】 

市民一人ひとりがお互いの尊厳を重んじ、対等な関係づくりを進めていくう

えで、男女間における暴力や、被害者が児童や高齢者となる暴力、さらには職

場内における暴力は、人権の侵害であり、絶対に許してはならない行為です。 

市民意識調査からも、本市におけるＤＶの現状は、被害者が一定数存在する

という状況が続いているという結果が出ています。ＤＶは、被害者の数が少数

であっても、決してあってはならないことであり、また、このような暴力は身

近なところに存在する深刻な問題です。 

職場におけるハラスメントについても、精神的な暴力に値することから、こ

れらの暴力の根絶に向けた啓発活動を一層強化するとともに、相談体制の充実

を図っていく必要があります。 

 

 

施策（５）誰もが安心して暮らせる環境づくり 

【施策の考え】 

社会の全ての人が安心して暮らせることが大切であり、特に社会的に弱い立

場にある、高齢者、障がい者、外国人など、全ての人々が社会の一員として安

心して暮らせるよう支援をしていくことが不可欠です。 

そのために、高齢者や障がい者等が社会参画の機会を持ち、いきいきと暮ら

せる環境づくりや、ひとり親家庭の親子等が、社会的・経済的に安心して生活

ができるよう、経済的な負担に対する支援が必要となっています。 

また、外国人が言葉や文化の違いにより孤立することのないよう、安心して

生活ができるよう支援をしていく必要があります。 

さらに、市民意識調査において、「性的指向や性自認について悩む方が生活

しづらい社会であると思うか」という問に対し、『思う』（「思う」及び「どち

らかといえば思う」）が約５割（48.8％）という結果であったことから、ＬＧ

ＢＴＱ＋に対する理解促進についても取り組み、市民一人ひとりが安心して暮

らせる環境づくりを進める必要があります。 
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施策（６）生涯を通じた男女の健康支援 

【施策の考え】 

男女が互いの身体的性差を理解し合い、相手に対する思いやりを持って生き

ていくことは男女共同参画社会の形成にあたっての前提となります。また、生

涯を見通した健康な体づくりとして、様々な運動機会の提供やイベントを開催

し、体力づくりと健康への関心を高めることが重要です。 

そのため、心身及び健康に関する知識や情報を入手し、主体的に行動してい

くことは、健康を享受するために必要です。 

また、妊娠・出産に関する相談・支援等の性差に応じた対応や、更年期・老

年期等の検診・相談支援など、きめ細やかな相談等の支援体制を確立していく

必要があります。 

 

 

施策（７）防災分野における男女共同参画の推進 

【施策の考え】 

東日本大震災、令和元年房総半島台風及び集中豪雨など激甚化する自然災害

が起こる中において、性別や立場の違う人々が集まる避難所においては、性別

の違い等に配慮した避難支援が必要とされます。 

避難所においては、リーダーの多くを男性の自治会役員等が担ってきました

が、災害時における避難所では、平常時の社会課題が一層顕著になって現れる

ため、男女共同参画社会の視点を取り入れ、多岐にわたる生活支援のニーズに

適切に対応することが防災・避難所の運営を円滑に進める基盤となります。 

これらのことから、防災等の主体的な担い手として女性を位置付け、防災分

野における女性の参画を拡大するとともに、男女の人権を尊重しつつ安全・安

心を確保するため、防災分野における男女共同参画を推進していくことが必要

です。 
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基本目標Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり 

施策（８）人権の尊重と男女共同参画への意識づくり 

【施策の考え】 

人権の尊重は、私たちの社会の基礎となるべきものであり、男女を問わず、

全ての人々の人権が尊重され、差別や偏見のない社会を築いていく必要があり

ます。私たちは、市民一人ひとりが互いにその人権を尊重しつつ、ともに責任

を分かち合いながら、男性も女性も個性と能力を十分に発揮できる社会を作っ

ていくことが重要です。 

しかし、市民意識調査では、「社会通念や風潮の中で」及び「法律や制度の

上で」の分野において、『平等になっている』（「平等になっている」及び「ど

ちらかといえば平等になっている」の合計）が『平等になっていない』（「平等

になっていない」及び「どちらかといえば平等になっていない」の合計）を下

回る結果となりました。 

社会における活動や個人の生き方が多様化する中で、男女の活動の選択に対

して、性別に左右されることがなくなるよう、制度や慣行を構築することが必

要であり、そのためには、固定的な役割分担意識の払しょくに向けた取組や、

人権教育・啓発活動の実施等、男女共同参画社会の実現に向けた活動を推進し

ていくことが必要です。 

 

 

施策（９）男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 

【施策の考え】 

市民意識調査では、教育分野における男女平等の意識について、前回調査よ

りも『平等になっている』（「平等になっている」及び「どちらかといえば平等

になっている」の合計）の割合が下降しました。 

男女共同参画社会を実現するためには、教育や学習はその基礎となるもので

あり、より一層の理解を深めていくためにも、学校や社会教育の場における男

女共同参画の推進が必要です。 

そのため、学校教育においては、児童・生徒の発達段階に応じて、人権の尊

重、男女平等や男女相互の理解と協力の重要性、家庭生活の大切さ等について

の理解を図るとともに、一人ひとりが主体的に進路を選択する能力や態度が身

に着けられるよう取り組むことが必要です。 

また、社会教育においても、生涯を通じて、男女共同参画の意識を高める学

習機会の提供や、家庭・地域生活における男女共同参画への理解が深まるよう

取り組むことが必要です。 
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４ 計画の体系 

本計画における「基本理念」「基本目標」「施策」「施策の方向」の体系は、次の

とおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 

あらゆる分野

で誰もが活躍

できる環境づ

くり 

（１）ライフステージに応じた仕事と生活の調和 

の推進 

（２）働く場における男女共同参画の推進 

（３）政策・方針決定過程における男女共同参画 

の推進 

Ⅱ 

健康で安全・

安心に暮らせ

る社会づくり 

（４）あらゆる暴力の根絶 

（５）誰もが安心して暮らせる環境づくり 

（６）生涯を通じた男女の健康支援 

（７）防災分野における男女共同参画の推進 

Ⅲ 

男女共同参画

社会の実現に

向けた基盤づ

くり 

（８）人権の尊重と男女共同参画への意識づくり 

（９）男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 

一
人
ひ
と
り
が
と
も
に
認
め
合
い
、
や
さ
し
さ
で
つ
な
が
り
、 

自
分
ら
し
い
生
き
方
が
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て 

基本理念 基本目標 施 策 
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①子育て・介護支援の体制整備 

②ワーク・ライフ・バランスの普及促進 

③家庭や地域活動における男女共同参画の推進   

 

①雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

②女性の起業・就業等への支援 

③農業における男女共同参画の推進    

①市の審議会等への女性参画の推進 

②女性の能力発揮への支援 
   

 

①ＤＶ等の防止と被害者への相談支援体制の強化 

②人権侵害を許さない社会環境づくり 
   

①高齢者・障がい者への生活支援 

②ひとり親家庭等への生活支援 

③外国人が安心して暮らせる環境づくり 

④ＬＧＢＴＱ＋の方々が安心して暮らせる環境づくり    

①生涯を通じた健康づくりの推進 

②性差に応じた健康支援 
  

 

①男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の推進 

②防災・消防活動における女性の活躍推進 
  

 

 

①男女の人権尊重意識の醸成と慣行の是正 

②男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動の推進 
  

 

①学校における人権教育や男女共同参画の啓発・推進 

②社会教育・家庭教育における男女共同参画の理解促進 
  

 

施策の方向 
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５ 指標の設定 

本計画の推進に当たり、進捗状況の調査、点検及び評価を実施するため、次の

とおり指標を設定するものとします。各指標の目標値については、これまでに実

施した市民意識調査の結果や本市の各種計画で位置付けた指標、第５次千葉県男

女共同参画計画の指標を参考に、本計画の期間である８年間で得られる成果とし

て設定しています。 

 

基本目標Ⅰ あらゆる分野で誰もが活躍できる環境づくり 

指標項目 区分 
実績値 

令和４年度 

目標値 

令和１３年度 

保育所等待機児童数 全体 ２３人 ０人 

「ワーク・ライフ・バランス」という言

葉を知っている人の割合 

（男女共同参画に関する市民意識調査） 

全体 ７０.１％ ８０％ 

仕事と生活のバランスが図られていると

感じる人の割合 

（子育てアンケート） 

全体 ６１.８％ ７０％ 

市男性職員の育児休業取得率 男性 ５０％ １００％ 

家庭の中で男女の地位が平等と感じる人

の割合 

（男女共同参画に関する市民意識調査） 

女性 ５４.６％ ６５％ 

男性 ７３.７％ ８０％ 

地域の中で男女の地位が平等と感じる人

の割合 

（男女共同参画に関する市民意識調査） 

女性 ３９.８％ ４５％ 

男性 ５３.３％ ６０％ 

職場の中で男女の地位が平等と感じる人

の割合 

（男女共同参画に関する市民意識調査） 

女性 ３５.１％ ４５％ 

男性 ４４％ ５０％ 

男女の区別なく幅広く起用・配属してい

る事業所の割合（事業所アンケート） 
全体 ６５．８％ ７５％ 

市の審議会等における女性委員の割合 女性 ２９.４％ ３５％ 

市女性職員の管理職への登用率 女性 １２.６％ １５％ 
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基本目標Ⅱ 健康で安全・安心に暮らせる社会づくり 

指標項目 区分 
実績値 

令和４年度 

目標値 

令和１３年度 

ＤＶ防止法という言葉を知っている人の

割合 

（男女共同参画に関する市民意識調査） 

全体 ８６.７％ ９０％ 

ＤＶ経験者でどこ（だれ）かに相談した

市民の割合 

（男女共同参画に関する市民意識調査） 

全体 ２４.５％ ５０％ 

「セクシュアル・マイノリティ、ＬＧＢ

ＴＱ」の内容を知っている人の割合 

（男女共同参画に関する市民意識調査） 

全体 ４３．９％ ５５％ 

ＬＧＢＴＱ＋等の方々にとって生活しづ

らい社会だと思う人の割合 

（男女共同参画に関する市民意識調査） 

全体 ４８.８％ ３０％ 

日常生活のなかで意識的に運動している

人の割合 
全体 ５２．８％ ６０％ 

女性災害対策コーディネーター数 女性 ４７人 ５８人 

 

 

基本目標Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり 

指標項目 区分 
実績値 

令和４年度 

目標値 

令和１３年度 

男女の固定的性別役割分担意識を持たな

い人の割合 

（男女共同参画に関する市民意識調査） 

全体 ７７．９％ ９０％ 

社会通念や風潮の中で男女の地位が平等

と感じる人の割合 

（男女共同参画に関する市民意識調査） 

女性 ２４．８％ ３０％ 

男性 ３９．５％ ４５％ 

教育の中で男女の地位が平等と感じる人

の割合 

（男女共同参画に関する市民意識調査） 

女性 ５３．１％ ６０％ 

男性 ５８．４％ ７０％ 

男女共同参画社会の内容を知っている中

学生の割合（中学生アンケート） 
全体 ８.０％ ３０％ 
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施策の方向① 子育て・介護支援の体制整備 

仕事と子育ての両立支援のため、待機児童ゼロに向けて取り組むとともに、多様

な保育ニーズに対応した保育を実施します。 

また、安心して子育てできる環境を整備するため、（仮称）こども家庭センター等

の運営による支援や関係機関等との連携を図ります。 

さらに、在宅介護について介護方法や介護サービスの情報提供を行うとともに、

在宅医療と介護の連携を図ります。 

 

対応するＳＤＧｓ 

  

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

1 

保育ニーズへの対応 国の保育料無償化や女性就業率の上昇により保育需

要の増加が予測されることから、保育の適正なニー

ズ料を見極め、待機児童ゼロに向けて取り組みま

す。 
子育て支援課 

保育幼稚園課 

2 

一時保育・延長保

育・休日保育の実施 保護者の身体的な負担軽減や就労支援のため、一時

保育・延長保育及び休日保育を実施するとともに、

保育ニーズに合わせ、拡充についても検討します。 保育幼稚園課 

 

 

第４章 施策の方向 

基本目標Ⅰ 

あらゆる分野で誰

もが活躍できる環

境づくり 

施策の方向① 

子育て・介護支援

の体制整備 

施策（１） 

ライフステージに

応じた仕事と生活

の調和の推進 
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No. 
取組 

取組内容 
担当課 

3 

病児保育・病後児保

育の実施 
病気や外傷により集団生活が困難であり、かつ、保

護者が就労などやむを得ない事情で保育ができない

場合に、保護者に代わって保育するため、病児保

育・病後児保育を実施します。 保育幼稚園課 

4 

地域型保育の実施 保育所等入所待機児童の解消に向け、地域の様々な

状況に合わせたきめ細やかな保育を実施するため、

地域型保育事業を実施します。 保育幼稚園課 

5 

（仮称）こども家庭

センターの運営 

妊産婦、子育て世帯、子どもからあらゆる相談につ

いて、家庭状況の把握や情報提供、相談支援を行い

ます。妊娠届から妊産婦支援、子育てやこどもに関

する相談を受けて支援をつなぐためのサポートプラ

ンを作成し、母子保健と児童福祉が一体となって、

きめ細やかな支援を行います。 

子育て支援課 

健康推進課 

6 

ファミリーサポート

センターの運営 
地域の子育て環境の向上を図るため、育児の援助を

受けたい者と行いたいものが会員となる、ファミリ

ーサポートセンターを運営し、会員相互の援助活動

を支援します。 子育て支援課 

7 

子育て支援ネットワ

ークの推進 
地域ぐるみの子育て支援を推進するため、県の関係

機関や子育て支援センター、学校、子育てボランテ

ィア・ＮＰＯ等との連携強化と相談体制の充実を図

ります。 子育て支援課 

8 

子ども・子育て家庭

交流の場支援事業の

実施 

安心して子育てできる環境を提供するため、子育て

中の親子交流の場、地域住民との交流の場、子育て

サークル・ＮＰＯ等の活動の場として「そでがうら

こども館」を運営します。 保育幼稚園課 

9 

地域子育て支援セン

ター事業の推進 
子育て世帯の育児支援を継続して実施するため、そ

でがうらこども館と私立５箇所の子育て支援センタ

ーにおいて、子育てに関する相談対応や助言・指

導、情報提供、子育てサークル等を実施します。 保育幼稚園課 
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No. 
取組 

取組内容 
担当課 

10 

放課後児童クラブの

運営 

安心して子育てができる環境を提供するため、市内

各放課後児童クラブを運営することにより、放課後

等に就労等の理由により保護者がいない児童に対

し、適切な遊びと生活の場を提供し、児童の健全な

育成を図ります。 
子育て支援課 

11 

在宅介護における支

援の体制強化 家族介護教室、認知症家族のつどいなど、在宅で介

護する家族への身体的・精神的負担を軽減するため

の取組を実施します。 高齢者支援課 

12 

在宅医療と介護の連

携の推進 在宅医療と介護の連携を図るため、多職種連携や相

談支援体制の整備を行います。 
高齢者支援課 
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施策の方向② ワーク・ライフ・バランスの普及促進 

男女がともに育児や介護をしながら働き続けることができる雇用環境を整備する

ため、育児・介護休業法の制度の普及に向けた周知等を行います。 

また、一人ひとりが望むワーク・ライフ・バランスが保てるよう、働き方の見直

しや育児休業等の取得率の向上など、ワーク・ライフ・バランスの普及促進に向け

た情報提供や啓発活動を行います。 

  

対応するＳＤＧｓ 

  

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

13 

育児休業・介護休業

制度の活用の促進 市男性職員の育児休業の取得及び職員の介護休暇等

の取得を促進するため、制度の周知と意識啓発を行

います。 職員課 

14 

育児・介護休業法の

制度の周知 
育児・介護休業法の制度の普及促進を図るため、事

業者等に対し、広報紙やホームページによる情報提

供及びパンフレットの配布等により周知を図りま

す。 商工観光課 

15 

ワーク・ライフ・バ

ランスの普及促進 働き方の見直しとワーク・ライフ・バランスの意識

啓発を図るため、講座等の開催及び情報誌の発行等

による啓発活動に取り組みます。 市民協働推進課 

 

基本目標Ⅰ 

あらゆる分野で誰

もが活躍できる環

境づくり 

施策の方向② 

ワーク・ライフ・

バランスの普及促

進 

施策（１） 

ライフステージに

応じた仕事と生活

の調和の推進 
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No. 
取組 

取組内容 
担当課 

16 

市職員に対するワー

ク・ライフ・バラン

スの普及促進 

市職員の働き方の見直しと、ワーク・ライフ・バラ

ンスの普及促進を図るため、時間外勤務の削減、ノ

ー残業デーの徹底、有給休暇の取得率の向上及び職

場内の意識改革を進めます。 職員課 

17 

ワーク・ライフ・バ

ランスの普及促進に

向けた情報提供 

ワーク・ライフ・バランスの普及促進を図るため、

事業者等に対し、広報誌やホームページによる情報

提供及びパンフレットの配布等により周知を図りま

す。 商工観光課 
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施策の方向③ 家庭や地域活動における男女共同参画の推進 

男性の家庭生活への参画を推進するとともに、男女が協力して子育てをし、望ま

しい親子関係や充実した家庭生活が送れるよう支援します。 

また、地域に根ざした男女共同参画を推進するため、女性や高齢者等の地域活動

への参画支援や、地域づくりを担う人材の育成に取り組みます。 

 

対応するＳＤＧｓ 

  

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

18 

男性の子育て・介護

の参画促進 男性の子育てや介護への参画を促進するため、講座

等を開催し、意識啓発を図ります。 
市民協働推進課 

19 

プレ・ママパパ教室

（両親学級）の開催 初めて出産を迎える夫婦を対象に、出産や育児に関

する理解を深めてもらうため、講座等を開催しま

す。 健康推進課 

20 

ブックスタート事業

の実施 
家庭における読書活動を推進するため、市内在住の

乳幼児とその保護者に「絵本の読み聞かせ」と「絵

本」をプレゼントするブックスタートを、図書館ボ

ランティアとの協働により実施します。 図書館 

 

 

基本目標Ⅰ 

あらゆる分野で誰

もが活躍できる環

境づくり 

施策の方向③ 

家庭や地域活動に

おける男女共同参

画の推進 

施策（１） 

ライフステージに

応じた仕事と生活

の調和の推進 
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No. 
取組 

取組内容 
担当課 

21 

子どもの健全育成の

推進 
子どもの社会性、協調性を養い、健やかな成長を育

むため、青少年相談員等の活動を支援することによ

り、多くの親子が参加できるふれあいの場を提供し

ます。 生涯学習課 

22 

親子で参加できる講

座・イベントの開催 親子が触れ合える場を提供するため、親子で参加で

きる講座やイベントを開催します。 
公民館・市民会館 

23 

家庭教育学級の開催 同年代の子どもを持つ保護者の交流を支援するた

め、地域の社会教育施設を中心に、年齢別の家庭教

育学級を開催します。 公民館・市民会館 

24 

地域コミュニティへ

の女性の参画促進 
区等自治会内における意思決定過程への女性参画を

促進するため、男女共同参画に関するセミナーの開

催や他自治体の事例の紹介を行うなどの啓発活動を

行います。 市民協働推進課 

25 

人材の把握と活用の

推進 地域活動における男女共同参画の推進を図るため、

地域づくりの担い手となる人材の把握と活用に努め

ます。 市民協働推進課 

公民館・市民会館 

26 

ボランティアコーデ

ィネートの実施 性別に関わらず地域活動に参加できるよう、ボラン

ティア活動の周知及びボランティア登録者の促進に

努めます。 地域福祉課 

27 

生涯学習ボランティ

アの養成と活動の推

進 
性別に関わらず地域活動に参加できるよう、ボラン

ティア活動の周知及びボランティア登録者の促進に

努めます。 
生涯学習課 
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施策の方向① 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

男女がともに、その持てる能力を十分に発揮できるよう、雇用環境の整備に向け

た啓発活動を実施します。 

また、労働の場における男女共同参画を推進するため、仕事と家庭の両立支援や女

性の登用、ワーク・ライフ・バランスの普及促進などについて、積極席に取り組んで

いる優良事業所を紹介し、男女共同参画に取り組む事業所を増やしていきます。 

 

対応するＳＤＧｓ 

   

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

28 

男女雇用機会均等法

の制度の周知 
雇用の分野での男女の均等な機会及び待遇の確保促

進を図るため、事業者などに対し、広報紙やホーム

ページによる情報提供及びパンフレットの配布等に

より周知を図ります。 商工観光課 

29 

就業環境に関する情

報の提供 
就業に関する理解促進を図るほか、法令や制度改正

などの情報について、事業者等に対し、広報紙やホ

ームページによる情報提供及びパンフレットの配布

等により周知を図ります。 商工観光課 

30 

表彰等を受けた優れ

た事業所の取組に関

する情報提供 

男女共同参画の推進に取り組む事業所を増やしてい

くため、男女共同参画に関して優れた取組を行って

いる事業所に対し、県の事業所表彰などを始めとし

た表彰への推薦を行うとともに、その取組について

紹介します。 
市民協働推進課 

基本目標Ⅰ  

あらゆる分野で誰

もが活躍できる環

境づくり 

施策の方向① 

雇用の分野におけ

る男女の均等な機

会と待遇の確保 

施策（２） 

働く場における男

女共同参画の推進 
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施策の方向② 女性の起業・就業等への支援 

商工団体女性部の活動に対する支援を行うとともに、家庭と仕事の両立や多様な

働き方ができるよう、関係機関と連携し、企業・創業に対する支援や再就職支援を

行います。 

 

対応するＳＤＧｓ 

   

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

31 

商工団体女性部活動

への支援 女性の活躍を推進するため、商工団体女性部の活動

や研修等の実施に対し、補助金を交付して支援しま

す。 商工観光課 

32 

起業・創業支援制度

の周知 
経営者（創業希望者）を育成するため、創業担当窓

口を設置し、各関係機関と連携・協力し、相談者の

ニーズに対応することで、多様な働き方ができるよ

うに支援します。（男性も対象の制度） 商工観光課 

33 

再就職の支援 あらゆる世代の能力と意欲を生かすため、千葉県ジ

ョブサポートセンターなど各関係機関と連携して、

再就職支援セミナー等を開催するなど、多様な働き

方ができるように支援します。 商工観光課 

 

  

基本目標Ⅰ  

あらゆる分野で誰

もが活躍できる環

境づくり 

施策の方向② 

女性の起業・就業

等への支援 

施策（２） 

働く場における男

女共同参画の推進 
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施策の方向③ 農業における男女共同参画の推進 

農業分野において、女性が男性の対等なパートナーとして経営等に参画できるよ

う支援を行います。 

 

対応するＳＤＧｓ 

   

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

34 

家族経営協定の締結

の推進 男女がともに意欲的に農業経営に参画する環境を整

備するため、家族経営協定締結を推進します。 
農林振興課 

35 

新規就農者への支援 男女がともに主体的に農業経営を行えるよう、新規

就農者に対し、専門技術と経営知識の習得を支援す

るため、県経営体育成セミナーの受講補助等の支援

を行います。 農林振興課 

 

  

基本目標Ⅰ  

あらゆる分野で誰

もが活躍できる環

境づくり 

施策の方向③ 

農業における男女

共同参画の推進 

施策（２） 

働く場における男

女共同参画の推進 
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施策の方向① 市の審議会等への女性参画の推進 

男女が対等な立場で、政策・方針等の決定過程に参画する機会を確保するため

に、市の審議会等委員の委嘱に際し、女性委員の選出を積極的に検討するなど、女

性登用の推進を図ります。 

また、政治分野における男女共同参画の推進に向けて、周知・啓発を行います。 

 

対応するＳＤＧｓ 

   

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

36 

審議会等への女性の

登用率の向上 審議会等における女性登用率の向上に向けて、女性

の登用を推進します。 
職員課 

37 

政治への関心を高め

るための啓発活動の

実施 性別にかかわらず、政治分野への関心を高めるた

め、選挙に関する啓発活動を行います。 

選挙管理委員会 

 

  

基本目標Ⅰ  

あらゆる分野で誰

もが活躍できる環

境づくり 

施策の方向① 

市の審議会等への

女性参画の推進 

施策（３） 

政策・方針決定過

程における男女共

同参画の推進 
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施策の方向② 女性の能力発揮への支援 

女性職員の研修等への派遣による、意識改革や能力育成に向けたキャリアアップ

の形成を図るとともに、職員の能力と適正に応じた、男女区別のない管理職の登用

を推進します。 

 

対応するＳＤＧｓ 

   

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

38 

市女性職員のキャリ

ア形成 市女性職員の管理職等への登用を推進するため、女

性職員を指導者養成研修等に派遣するとともに、女

性職員のキャリアアップを図ります。 職員課 

 

  

基本目標Ⅰ  

あらゆる分野で誰

もが活躍できる環

境づくり 

施策の方向② 

女性の能力発揮へ

の支援 

施策（３） 

政策・方針決定過

程における男女共

同参画の推進 
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施策の方向① DV等の防止と被害者への相談支援体制の強化 

すべての市民が安全で安心して暮らせるよう、ＤＶや虐待を許さない社会をつく

るため、様々な形で存在しうる暴力についての理解を深め、予防啓発の拡充に努め

ます。 

また、被害者が相談しやすい体制づくりを通して、被害の潜在化を防止するとと

もに、関係機関との連携を強化して、被害者に対する効果的な対応及び支援等を行

います。 

 

対応するＳＤＧｓ 

   

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

39 

人権擁護委員等によ

る相談所の開設 
全ての人々の人権を守るため、人権相談や法律相談

等を行うとともに、人権侵害等があった場合は、関

係機関と連携して、被害者救済のための適切な対応

を行います。 市民協働推進課 

40 

女性の人権等相談窓

口の周知 
女性が抱えている悩みを解決するため、広報紙やホ

ームページ等で相談窓口を周知するとともに、女性

サポートセンター等の周知カードを窓口等に設置し

て周知を図ります。 市民協働推進課 

41 

ＤＶの防止のための

啓発活動の実施 ＤＶの根絶に向けて、男女間のあらゆる暴力が犯罪

であることの認識と理解を深めるため、広報・啓発

活動を実施します。 子育て支援課 

基本目標Ⅱ  

健康で安全・安心

に暮らせる社会づ

くり 

施策の方向① 

ＤＶ等の防止と被

害者への相談支援

体制の強化 

施策（４） 

あらゆる暴力の根

絶 



49 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

42 

ＤＶ被害者に対する

相談支援体制の強化 

ＤＶ被害者に対し、相談窓口を周知するとともに、

専門職員による相談を行うことにより、被害者の自

立支援等のために適切な方策が講じられるよう、関

係機関と連携して、厳正かつ適切な対処を実施しま

す。 
子育て支援課 

43 

児童虐待の防止と迅

速な対応 児童虐待の防止や通報義務についての普及啓発を行

うとともに、児童虐待の未然防止から早期発見、早

期対応、支援まで切れ目ない取組を行います。 子育て支援課 

44 

高齢者虐待の防止と

迅速な対応 高齢者虐待の防止や通報義務についての普及啓発を

行うとともに、被虐待者の早期発見及び被虐待者や

擁護者への支援等、迅速な対応を行います。 高齢者支援課 

45 

障がい者虐待の防止

と迅速な対応 障がい者虐待の防止や通報義務についての普及啓発

を行うとともに、被虐待者の早期発見及び被虐待者

や擁護者への支援等、迅速な対応を行います。 障がい者支援課 
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施策の方向② 人権侵害を許さない社会環境づくり 

ハラスメントに関する認識を深めるとともに、被害防止のための情報提供や意識

啓発等の啓発活動に取り組みます。 

 

対応するＳＤＧｓ 

   

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

46 

職場におけるハラス

メントの防止に向け

た啓発活動の実施 
市職員のハラスメントの防止に向けた理解と知識を

深めるため、情報提供や研修を実施するとともに、

相談しやすい環境の整備に努めます。 
職員課 

47 

ハラスメント防止に

向けた啓発活動の実

施 
ハラスメントを防止するため、人権擁護委員と協力

しながら、講座の開催や情報誌等による啓発活動を

実施します。 
市民協働推進課 

 

  

基本目標Ⅱ  

健康で安全・安心

に暮らせる社会づ

くり 

施策の方向② 

人権侵害を許さな

い社会環境づくり 

施策（４） 

あらゆる暴力の根

絶 
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施策の方向① 高齢者・障がい者への生活支援 

高齢者や障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、相談事業や見守り等に

関する支援を行います。 

 

対応するＳＤＧｓ 

   

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

48 

相談事業の充実 各種相談や援護活動などの地域における福祉サービ

スの充実を図るため、社会福祉協議会に対する支援

を行います。 地域福祉課 

49 

高齢者の相談窓口の

開設と適切な対応、

支援の強化 
高齢者を支援するため、相談窓口について、周知を

図るとともに、相談内容に応じた適切な対応を行い

ます。 
高齢者支援課 

50 

高齢者見守りネット

ワーク事業の推進 
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、

協定を締結した協力事業者・関係団体等によるネッ

トワークにより、さりげない見守り活動を行いま

す。 高齢者支援課 

 

 

 

基本目標Ⅱ  

健康で安全・安心

に暮らせる社会づ

くり 

施策の方向① 

高齢者・障がい者

への生活支援 

施策（５） 

誰もが安心して暮

らせる環境づくり 
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No. 
取組 

取組内容 
担当課 

51 

高齢者と子や孫の同

居支援 高齢者の孤立を防ぐため、離れて暮らしていた高齢

者とその子等が、同居又は近隣へ転居することを支

援します。 高齢者支援課 

52 

障がい者支援制度等

の周知 

障がい者支援制度の理解促進を図るため、広報紙や

ホームページ等を活用し制度を周知するとともに、

障がいをお持ちの方やそのご家族等からの相談に対

応します。また、「障がい福祉のしおり」や相談支援

事業所の一覧を作成し、配布します。 
障がい支援課 
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施策の方向② ひとり親家庭等への生活支援 

ひとり親家庭等の状況に応じた相談に対応するとともに、経済的支援の実施や就

業を促進する支援を行います。 

 

対応するＳＤＧｓ 

   

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

53 

ひとり親家庭等への

生活支援 
ひとり親家庭等に対する自立を支援するため、児童

扶養手当の支給や医療費助成を行います。また、母

子・父子自立支援員によるひとり親家庭の自立支援

に関する相談を、窓口等で実施します。 子育て支援課 

54 

ひとり親家庭等への

能力開発支援等の周

知 
ひとり親家庭等に対する自立を支援するため、教育

訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金を支給する

事業についての周知を行います。 
子育て支援課 

 

  

基本目標Ⅱ  

健康で安全・安心

に暮らせる社会づ

くり 

施策の方向② 

ひとり親家庭等へ

の生活支援 

施策（５） 

誰もが安心して暮

らせる環境づくり 
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施策の方向③ 外国人が安心して暮らせる環境づくり 

外国人が言語や文化等の違いにより孤立することなく、安心して生活ができるよ

う、日本語教室の開催、関係機関と連携した情報提供等を行います。 

また、市民レベルの異文化交流を推進するため、袖ケ浦市国際交流協会等の活動

を支援します。 

 

対応するＳＤＧｓ 

   

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

55 

外国人への日本語教

室の開催及び相談対

応 

在住外国人が誤解される、又は不安を抱くことな

く、安心して暮らしていけるよう、日本語教室を開

催するとともに、関係機関と連携し、情報の提供や

相談に対応します。 市民協働推進課 

56 

国際交流事業の促進 市民レベルで異文化交流を積極的に推進するため、

袖ケ浦市国際交流協会等の活動を支援し、在住外国

人との交流及び活動を行います。 市民協働推進課 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅱ  

健康で安全・安心

に暮らせる社会づ

くり 

施策の方向③ 

外国人が安心して

暮らせる環境づく

り 

施策（５） 

誰もが安心して暮

らせる環境づくり 
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施策の方向③ ＬＧＢＴＱ＋の方々が安心して暮らせる環境づくり 

ＬＧＢＴＱ＋（性的少数者）の方々も、自らの個性を生かし、生き生きとした生

活を送れるよう、ＬＧＢＴＱ＋に関する理解を深める取組を行います。 

 

対応するＳＤＧｓ 

   

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

57 

ＬＧＢＴＱ＋（性的

少数者）への理解促

進 

市民がＬＧＢＴＱ＋（性的少数者）に関する理解を

深めていくことで、当事者が偏見や差別を受けるこ

となく、自分らしく生活できるよう、啓発活動等に

取り組んでいきます。 市民協働推進課 

58 

パートナーシップ・

ファミリーシップ届

出制度の運用 

ＬＧＢＴＱ＋（性的少数者）の方々が抱える「生き

づらさ」を解消するとともに、地域等における社会

的配慮を受けやすくするため、制度の導入及び当事

者の方々に配慮した運用を行います。 市民協働推進課 

 

  

基本目標Ⅱ  

健康で安全・安心

に暮らせる社会づ

くり 

施策の方向④ 

ＬＧＢＴＱ＋の

方々が安心して暮

らせる環境づくり 

施策（５） 

誰もが安心して暮

らせる環境づくり 
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施策の方向① 生涯を通じた健康づくりの推進 

生涯を見通した健康な体づくりには、生活習慣や運動習慣等の問題が密接に関連

していることから、一人ひとりが個人に合った健康づくりに取り組めるよう支援し

ます。 

また、スポーツに親しみ、健康で活力ある生活が遅れるよう、スポーツイベント

の開催や、地域に密着したスポーツクラブの振興を図ります。 

 

対応するＳＤＧｓ 

  

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

59 

健康支援の充実 
生涯を通じた健康づくりを支援するため、健康相

談・講演会等を開催します。 
健康推進課 

60 

袖ケ浦健康づくり支

援センターの活用 市民の健康維持・増進を図るため、袖ケ浦健康づく

り支援センターにおいて、各種運動教室や運動支

援・健康相談等の効率的な保健事業を実施します。 健康推進課 

61 

運動教室及びスポー

ツイベントの開催 
市民の健全なる心身の発達のため、スポーツの普及

及び発展を図るとともに、明るく健康的な生活の形

成に寄与するため、体育施設の利用促進を図りま

す。 スポーツ振興課 

 

基本目標Ⅱ  

健康で安全・安心

に暮らせる社会づ

くり 

施策の方向① 

生涯を通じた健康

づくりの推進 

施策（６） 

生涯を通じた男女

の健康支援 
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No. 
取組 

取組内容 
担当課 

62 

スポーツ・レクリエ

ーション行事等の充

実 

地域スポーツの振興を図るため、総合運動場や臨海

スポーツセンター等を活用しながら、総合型地域ス

ポーツクラブ等各団体が行うスポーツ・レクリエー

ション活動を支援します。 スポーツ振興課 
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施策の方向② 性差に応じた健康支援 

男女が互いの身体的性差を理解し合いながら、心身及びその健康について正確な

知識や情報が得られるよう、性差に応じた健康相談や健康診査等を実施します。 

 

対応するＳＤＧｓ 

  

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

63 

妊婦・乳幼児健康診

査等の充実 安心して妊娠期から子育て期までを過ごせるよう、

妊娠・出産・子育てに関する様々な相談に応じ、支

援します。 健康推進課 

64 

各種健康診査及び各

種がん検診の受診促

進 各種の健康診査及び各種がん検診事業の受診率を高

めるため、各検診事業の周知を行います。 

健康推進課 

65 

介護予防教室の開催 高齢者が地域で自立した生活を送ることができるよ

う、予防介護に関する普及啓発や活動の支援を行い

ます。 高齢者支援課 

 

  

基本目標Ⅱ  

健康で安全・安心

に暮らせる社会づ

くり 

施策の方向② 

性差に応じた健康

支援 

施策（６） 

生涯を通じた男女

の健康支援 
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施策の方向① 男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の推進 

地域における多様な生活支援のニーズに対応するため、防災会議や防災の現場に

おける女性参画の推進に努めるとともに、男女共同参画の視点を取り入れた防災対

策の推進や防災意識の向上に取り組みます。 

また、避難所においても、男女共同参画の視点に立った運営ができるよう、周

知・訓練に取り組みます。 

 

対応するＳＤＧｓ 

  

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

66 

男女共同参画の視点

に立った防災対策の

取組 
男女共同参画の視点に立った防災対策に取り組むた

め、防災会議への女性参画の推進や女性災害対策コ

ーディネーターの育成促進等を行います。 
防災安全課 

67 

男女共同参画の視点

に立った避難所の運

営 

男女共同参画の視点に立った避難所の運営を行うた

め、市避難所運営マニュアルに基づき、「避難所に関

する防災ブックレット」等を活用した周知・訓練を

行うとともに、備蓄品等の整備を行います。 防災安全課 

 

  

基本目標Ⅱ  

健康で安全・安心

に暮らせる社会づ

くり 

施策の方向① 

男女共同参画の視

点を取り入れた防

災対策の推進 

施策（７） 

防災分野における

男女共同参画の推

進 
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施策の方向② 防災・消防活動における女性の活躍推進 

平常時から男女共同参画の視点に立った防災体制づくりを行うため、女性消防団

への入団促進に努め、防災・消防活動における女性の活躍を推進します。 

 

対応するＳＤＧｓ 

  

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

68 

地域消防活動への女

性活躍の推進 
女性の視点を生かした防火・防災活動を推進するた

め、女性消防団員の入団を促進し、女性消防団員に

よる防災、防火、救急等に関する広報及び指導を行

います。 消防総務課 

 

  

基本目標Ⅱ  

健康で安全・安心

に暮らせる社会づ

くり 

施策の方向② 

防災・消防活動に

おける女性の活躍

推進 

施策（７） 

防災分野における

男女共同参画の推

進 
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施策の方向① 男女の人権尊重意識の醸成と慣行の是正 

男女共同参画社会の形成に向けて、男女平等の意識を高めるため、人権擁護委員

と連携した啓発活動を実施します。 

また、性別による固定的役割分担意識や偏見等の払しょくにより、男女共同参画

の推進につながることから、男性や次世代を担う若年層などを含め、あらゆる人が

男女共同参画の必要性を共感できるよう、啓発活動を行います。 

 

対応するＳＤＧｓ 

  

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

69 

人権尊重の意識づく

り 市民の人権に対する意識を醸成するため、人権擁護

委員と連携を図りながら、人権教室や講話などの啓

発活動を実施します。 市民協働推進課 

70 

固定的役割分担意識

の払しょくに向けた

取組 
家事や育児の役割分担を見直すなど、男女の固定的

な役割分担意識の払しょくを進めるため、男女共同

参画推進員による広報・啓発活動を行います。 
市民協働推進課 

 

  

基本目標Ⅲ  

男女共同参画社会

の実現に向けた基

盤づくり 

施策の方向① 

男女の人権尊重意

識の醸成と慣行の

是正 

施策（８） 

人権の尊重と男女

共同参画への意識

づくり 
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施策の方向② 男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動の推進 

あらゆる人々に男女共同参画の意義についての理解が深まるよう、広報紙等を活

用した情報提供や、セミナーを開催するなど、啓発活動を行います。 

 

対応するＳＤＧｓ 

  

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

71 

広報紙等を活用した

情報の発信 男女共同参画意識の醸成のため、広報紙、ホームペ

ージ及び情報誌などを活用し、男女共同参画の推進

に関する情報を発信します。 市民協働推進課 

72 

男女共同参画推進の

ための情報収集及び

活用 

本市の男女共同参画の施策に反映させるため、千葉

県及び他市町の会議や活動への参加並びに男女共同

参画推進員の視察研修等を実施することにより、先

進事例等の情報を収集します。 市民協働推進課 

73 

市職員に対する研修

の実施 男女共同参画の理解と認識を高めるため、市職員に

対する研修を実施し、意識の向上を図ります。 
職員課 

 

 

 

基本目標Ⅲ  

男女共同参画社会

の実現に向けた基

盤づくり 

施策の方向② 

男女共同参画社会

の実現に向けた啓

発活動の推進 

施策（８） 

人権の尊重と男女

共同参画への意識

づくり 
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No. 
取組 

取組内容 
担当課 

74 

男女共同参画への理

解を深めるセミナー

等の開催 男女共同参画への理解と意識醸成のため、セミナー

等を開催し、意識の向上を図ります。 

市民協働推進課 

75 

男女共同参画に関す

る図書の充実 
男女共同参画に対する理解を深めるため、関連図書

を整備するとともに、「おすすめ図書リスト」を作成

し、リストの配布やホームページの公開を通じて市

民に周知します。 図書館 
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施策の方向① 学校教育における人権教育や男女共同参画の啓発・推進 

児童・生徒の発達段階に応じた学習指導を行い、学校教育全体を通じて、人権の

尊重や、男女の平等、男女が共同して社会参画することの重要性について指導しま

す。 

また、教育において人権意識等の向上を図るため、教職員研修等の充実を図りま

す。 

 

対応するＳＤＧｓ 

  

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

76 

人権の尊重と男女共

同参画に関する教育

の充実 
児童や生徒に対し、男女が互いの性を尊重し、自分

や相手の存在を大切に思えるよう、発達段階に応じ

て人権や男女共同参画に関する教育を実施します。 
学校教育課 

77 

「生きる力」を育て

る進路指導の実施 
様々な体験学習を通して、児童・生徒一人ひとりが

将来に希望や目標を持ち、自分の意思と個性を尊重

して主体的に進路選択ができるよう、男女共同参画

の視点に立った適切な進路指導を行います。 学校教育課 

78 

教職員研修の充実 男女共同参画や人権（ＬＧＢＴＱ＋を含む）に関す

る理解を深めるため、各学校における校内研修を計

画的に実施します。 学校教育課 

基本目標Ⅲ  

男女共同参画社会

の実現に向けた基

盤づくり 

施策の方向① 

学校における人権

教育や男女共同参

画の啓発・推進 

施策（９） 

男女共同参画の視点

に立った教育・学習

の充実 
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No. 
取組 

取組内容 
担当課 

79 

家庭・地域と連携し

た男女共同参画意識

の啓発 

より良い子育てについて考えを深める機会とするた

め、学級学年懇談会、学校・ＰＴＡ主催での講演会

等を実施するとともに、パンフレット等を配布して

一層の意識啓発を図ります。 学校教育課 

80 

メディア・リテラシ

ーを高める教育の推

進 

情報社会の中で適切な考え方や行動ができるように

するため、小・中学校において、携帯電話やコンピ

ューターを利用した情報の扱い方など、発達段階に

応じた学習の機会を設けます。 学校教育課 
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施策の方向② 社会教育・家庭教育における男女共同参画の理解促進 

社会教育や家庭教育を通じて、男女共同参画への理解が深められるよう、講座や

セミナー等を開催します。 

 

対応するＳＤＧｓ 

  

 

取 組 

No. 
取組 

取組内容 
担当課 

81 

生涯学習講座等の開

催 市民ニーズを把握し、生涯にわたる学びの場を提供

するため、男女共同参画の視点も踏まえた生涯学習

講座を開催します。 生涯学習課 

82 

男女共同参画への理

解を深める講座等の

開催 
男女共同参画への理解を深めるため、各種学級やセ

ミナー等社会教育の場においても、男女共同参画を

テーマとした講座において開催します。 
公民館・市民会館 

 

  

基本目標Ⅲ  

男女共同参画社会

の実現に向けた基

盤づくり 

施策の方向② 

社会教育・家庭教

育における男女共

同参画の理解促進 

施策（９） 

男女共同参画の視点

に立った教育・学習

の充実 
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男女共同参画社会を実現するためには、社会的背景や課題を認識したうえで、全

ての分野において総合的、計画的に施策を推進することが必要です。 

また、行政だけではなく、事業所等や関係機関、なにより市民一人ひとりが、本

計画の目的を理解し、取り組んでいくことが必要です。 

男女共同参画に関する施策の着実な推進に当たり、引き続きその基盤となる推進

体制を整えます。 

１ 庁内推進体制の充実 

本計画を総合的に推進するため、庁内に設置した袖ケ浦市男女共同参画庁内連

絡会議において、計画の推進、施策の調査研究等に取り組むとともに、事業の進

捗状況について定期的に点検・調査し、改善の要否を検討するなどの進行管理を

適切に行います。 

また、袖ケ浦市男女共同参画会議からの意見等を取り入れながら、男女共同参

画社会の実現に向けて、計画の推進に取り組みます。 

２ 市民との連携 

市民が家庭や地域、職場等で、男女共同参画社会の実現に向けた主体的な行動

をとることができるようにするため、袖ケ浦市男女共同参画推進員や市民活動団

体、企業等と連携して、理解や協力を深める取組を展開します。 

３ 国・県等関係機関との連携 

国や千葉県の男女共同参画に関する施策・動向について情報を収集するととも

に、広報・啓発活動や事業協力等により、国・県等関係機関との連携に努めま

す。 

４ 情報提供の充実 

男女共同参画社会の実現に向けて、市民の理解と協力を深めるため、広報紙、

ホームページ及び情報誌「パートナー」等を活用し、計画の進捗や袖ケ浦市男女

共同参画推進員の活動状況など、様々な情報を提供していきます。 

５ 計画の進行管理 

袖ケ浦市男女共同参画庁内連絡会議を中心に、全庁的な情報の共有と連携を進

めるとともに、毎年度、事業の実施状況や活動指標の達成度を把握し、評価を行

います。 

また、袖ケ浦市男女共同参画会議においても、年度ごとの進捗状況を点検、評

価を行い、意見を聴きながら、適正な進行管理を行うとともに、その意見を各取

組へ反映するよう努めます。 

第５章 計画の推進体制 
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袖ケ浦市男女共同参画会議 

その他資料 
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袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度（案）の概要について 

 

１ 目的 

この制度は、互いを人生のパートナーとする２人がパートナーシップを届け出たこと

及びその子や親等を家族として届け出たことを市が証明することにより、法的な効果は

生じないものの、２人及びその子や親等が様々なサービスや社会的配慮を受けやすくす

るものであり、これにより、性別等にかかわらず、すべての人権が尊重され、一人ひとり

が自分らしく生きることができる社会の実現を目指すものです。 

 

 

２ パートナーシップとは 

互いを人生のパートナーとし、日常生活において互いに協力し合うことを約束した双

方に係る社会生活関係をいいます。 

 

 

３ ファミリーシップとは 

パートナーシップ関係にある双方又は一方に子若しくは親その他市長が認める者（以

下「子又は親等」という。）がおり、かつ、当該子又は親等を家族とすることを双方が

約束したときは、当該子又は親等をも含む社会生活関係をいいます。 

 

 

４ 対象者 

（１）パートナーシップの届出を希望する方 

・成年であること 

・市内在住又は市内への転入を予定していること 

・配偶者がいないこと、当事者以外の者とのパートナーシップがないこと 

・近親者でないこと（養子縁組による養親子の関係にあり、かつ、同性間でパートナ

ーシップの関係にある場合を除く。） 

（２）ファミリーシップの届出を希望する方 

・パートナーの一方の子又は親等であること。ただし、親又は満１５歳以上の子の場

合は本人の同意が必要となります。 

 

 

５ 必要書類 

・住民票の写し等、現住所を確認できるもの 

・戸籍謄本等、独身であることがわかるもの ほか 

 

 

６ 交付する書類 

・パートナーシップ届出証明書 

・パートナーシップ届出証明カード 

 



 

2 

 

７ その他 

・届出を行うことができる者は、同性のパートナーに限定しません。 

・通称名を使用することができます。 

・市は、届出及び証明書の趣旨を理解し適切に取り扱います。 

・市は、パートナーシップ・ファミリーシップの届出及び市が交付した証明書の趣旨が

適切に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、市民や事業者への周知啓発に

努めることとします。 

・制度実施に伴う市の具体的なサービスは、ホームページ等で随時公表します。 

 

 

８ 本制度における提供サービス 

（１）本市において提供可能と考えられるサービス 

提供の可能性のある取組 担当課 

市職員の休暇制度の利用 職員課 

母子健康手帳の交付 健康推進課 

り災証明書の交付申請・受領 地域福祉課 

要介護認定に係る申請・届出 介護保険課 

要介護認定等に係る個人情報提供の申出 介護保険課 

介護保険制度における障害者控除対象者認定の申請 介護保険課 

市営住宅の申込 都市整備課 

救急搬送証明の代理申請 中央消防署 

※提供の可能性について現在担当課と調整中 

（２）木更津市における提供サービス 

・市営住宅の入居申込における同居が可能な親族と同様の取扱い 

・り災証明書、り災届出証明書の発行 

・木更津市職員の休暇制度の利用 

（３）事業所等における対応サービス例 

①一般社団法人 Famiee（ファミー） 

住んでいる自治体に関わらず家族関係証明書を取得・利用できるサービスを運営

している法人であり、利用可能事業者として登録した企業・自治体等において、

Famiee が発行するパートナーシップ証明書を提示することにより、住所に関わらず

企業・自治体等が実施するサービスを受けることができます。 

※現在は、同性カップル向けの証明書のみ発行可能 

※県内自治体では、市川市・木更津市等が登録済 

②民間事業者≪一般社団法人 Famiee 登録事業者から抜粋≫ 

【社会福祉法人 仁生社 江戸川病院（医療機関）】 

以下の内容で、パートナーが家族として行うことができるようになります。 

・インフォームドコンセントへの同席 

・ICU（集中治療室）への入室 

・手術及び輸血等に係る同意書へのサイン 

【アクサ生命保険株式会社（金融機関）】 

Famiee 発行のパートナーシップ証明書を提出することにより、保険金等の受

取人指定における関係確認書類とすることができます。 


